
 

令和８年度外国人材確保支援事業業務委託 企画提案仕様書 

 

 

１ 目的 

生産年齢人口の減少に伴い、とりわけ県内中小企業において人手不足が厳しい状況に

ある中、優秀な外国人材の受入れを図ることは、有効な人材確保策の一つであると   

ともに、県内産業の持続的な発展に資するものである。 

しかしながら、外国人材の受入れに当たっては、採用の手続き、労働環境、職場での 

コミュニケーションなど日本人とは異なる課題も多いことから、本事業を実施し、   

中小企業での外国人材の円滑な受入れを支援することにより、県内中小企業における 

人材確保・定着を促進する。 

 また、外国人留学生（既卒者を含む。以下同じ。）については、日本での就職を     

希望しているにもかかわらず、日本の就職活動や労働環境、雇用慣行等の理解不足から

就職・定着に至らないケースが生じているほか、県内の外国人留学生が日本で就職する

場合においても、県外に就職している状況があることから、外国人留学生に対する   

円滑な就職や定着を支援するとともに、県内中小企業とのマッチングの機会を提供する

ことにより、県内中小企業への就職を促進する。 

 

２ 委託業務名 

  令和８年度外国人材確保支援事業業務委託 

 

３ 委託業務期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託業務の内容 

委託業務の内容は次のとおりとする。県が必要と認めたときは、受託者の企画提案に

基づき、業務内容を調整して実施する場合がある。 

なお、本事業における「中小企業」には、原則として中小企業基本法第２条に     

規定する中小企業者及び小規模企業者のほか、これと同程度の規模の一般社団法人や  

一般財団法人などの法人格を有する者及び個人事業者を含むものとする。 

 

（１）外国人材採用・定着セミナーの開催 企業向け 

県内中小企業を対象に、外国人雇用に関する基礎知識や留意点、外国人材の    

活躍・職場定着のノウハウなど、外国人材の円滑な受入れや定着の促進に向けた   

オンライン形式によるセミナーを開催すること。 

ア 基礎的なセミナーと実践的なセミナーの２種類を、それぞれ年１回以上開催する

こととし、各回の開催時期は、イの開催内容を踏まえ、企業の採用活動や採用内定の

時期を考慮した上で、適切な時期とすること。また、原則として（４）の合同企業  

説明会の１回目開催前に１回以上開催すること。なお、より効果的な開催時期が  

考えられる場合には、県と協議の上、これによらず設定できるものとする。 



 

 

イ 各回の開催内容は、以下の開催例を参考に設定し、各回の内容に関して専門性を 

十分に有する講師を選定の上、依頼すること。（テーマ名称は例示であり適宜変更可）

〇開催例（第１回・第２回の２種類をそれぞれ年１回以上開催） 

【第１回】テーマ「外国人雇用に関する基礎知識や留意点」 

（内容例）最近の外国人の就職の動向、外国人材の採用の流れ、必要な手続き、

在留資格、雇用管理、県内中小企業の取組事例紹介、質疑応答 など 

【第２回】テーマ「外国人材の活躍・職場定着のノウハウ」 

（内容例）外国人材の活躍に向けた職場づくり、職場でのコミュニケーションの

取り方、キャリアパス、県内中小企業の取組事例紹介、質疑応答 など 

各回において、外国人材が活躍する県内中小企業における取組事例の紹介を行う 

こととし、モデルとなる取組を行う企業を選定の上、当該企業にセミナーでの説明を

依頼すること。 

ウ 各回の参加者数は、県内中小企業の経営者、人事労務担当者等50名程度を目安と 

すること。 

また、開催後において、一定期間（できるだけ長期間が望ましい。）のアーカイブ

配信を行い、配信開始後は毎月月末時点の視聴申込者数及び視聴数を、翌月の   

１日（休日の場合はその翌日以降の最初の開庁日）に県に報告すること。 

エ 今後の事業の見直しに活用できるよう、参加企業に対し、講義内容、受講効果、 

受講を希望するテーマ等に関するアンケートを行い、集計結果を県に報告すること。 

  なお、アンケート内容についてはセミナー開催前に県と打合せを行い、県が必要と

する情報が収集できるようにすること。 

 

（２）就職支援講座の開催 外国人留学生向け 

外国人留学生の県内企業への円滑な就職を支援するため、就職活動への準備や、  

採用内定後における入社準備について、オンライン形式による講座を開催すること。 

ア 【就職活動準備コース】及び【社会人準備コース】の２コースを設定し、それぞれ

年２回以上開催すること。各コースの開催時期は、外国人留学生の就職活動や   

採用内定の時期を考慮した上で、適切な時期とすること。また、原則として（４）の

合同企業説明会の１回目開催前に【就職活動準備コース】を１回以上開催すること。

なお、より効果的な開催時期が考えられる場合には、県と協議の上、これによらず

設定できるものとする。 

イ 各コースの開催内容は、以下の開催例を参考に設定し、各回の内容に関する専門性

を十分に有し、かつ、外国人向けセミナー等の講義経験を有する講師を選定の上、 

依頼すること。 

  



 

 

○開催例（２つのコースをそれぞれ年２回以上開催） 

【就職活動準備コース】 

（内容例）外国人留学生の就職の動向、日本の就職活動ルール・スケジュール、

履歴書・面接等の就職活動対策、企業情報の収集方法、先輩留学生に

よる講話・アドバイス など 

【社会人準備コース】 

（内容例）就職に際しての留意点、日本におけるビジネスマナー、雇用慣行、   

職場におけるコミュニケーションの取り方、職場での活躍・定着への

ノウハウ、先輩留学生による講話・アドバイス など 

各回において、先輩留学生による講話・アドバイスを行うこととし、県内中小企業

で活躍する国内の大学等を卒業した外国人材を選定の上、所属企業を通じて   

講座での説明を依頼すること。 

ウ 各回の参加者数は30名程度を目安とすること。 

また、開催後において、一定期間（できるだけ長期間が望ましい。）のアーカイブ

配信を行い、配信開始後は毎月月末時点の視聴申込者数及び視聴数を、翌月の   

１日（休日の場合はその翌日以降の最初の開庁日）に県に報告すること。 

エ 今後の事業の見直しに活用できるよう、参加者に対し、講義内容、受講効果、   

受講を希望するテーマ等に関するアンケートを行い、集計結果を県に報告すること。 

  なお、アンケート内容については講座開催前に県と打合せを行い、県が必要とする

情報が収集できるようにすること。 

 

（３）交流会の開催 企業向け・外国人留学生向け 

県内中小企業と外国人留学生の相互理解を深めるため、外国人材の採用に関心の 

ある県内中小企業と外国人留学生の交流会を開催すること。 

ア 年１回開催することとし、原則として（４）の合同企業説明会の２回目開催前に 

交流会を開催すること。 

なお、より効果的な開催時期が考えられる場合には、県と協議の上、これによらず

設定できるものとする。 

イ 会場は、県内全域から公共交通機関により来場しやすい場所とすること。 

ウ 開催内容は、参加企業の紹介、外国人材が活躍している好事例企業の取組紹介、 

外国人留学生による自己ＰＲをするとともに、企業と留学生、企業と留学生が   

在籍する教育機関の進路担当者、企業間（外国人材の採用に関心のある企業と   

好事例企業）の交流等を行うこと。 

エ 参加企業数は、県内中小企業（千葉県内に事務所又は事業所を有する中小企業を 

いう。）10社程度（外国人材の採用に関心のある企業及び好事例企業）を目安と   

するとともに、いずれかの好事例企業で活躍する国内の大学等を卒業した外国人材

１名以上の参加を依頼すること。また、原則として、参加企業は特定の業種に   

限定せず、多業種の企業が参加できるよう配慮すること。 

  



 

 

オ 参加者数は、外国人留学生20名程度を目安とし、留学生が在籍する大学等の   

教育機関を通じて参加者を募集すること。 

また、参加する外国人留学生への交流会前後の支援を目的として、留学生が   

在籍する教育機関の進路担当者に参加を依頼すること。 

カ グループ数は、５つ程度を目安とし、各グループに外国人材の採用に関心のある 

企業、好事例企業、外国人留学生をそれぞれ１名以上配置するなど、参加する企業と

留学生が十分に交流できるようにすること。 

また、原則として、各グループにファシリテーターを１名ずつ配置し、司会進行や

交流の支援を行うこと。 

キ 会場に相談スペースを設置し、（５）の外国人材雇用相談窓口の相談員を配置する

とともに、参加する企業や外国人留学生が相談しやすい実施体制を整えること。 

ク 今後の事業の見直しに活用できるよう、参加した企業及び外国人留学生に対し 

アンケートを行い、集計結果を県に報告すること。 

なお、アンケート内容については交流会開催前に県と打合せを行い、県が必要と 

する情報が収集できるようにすること。 

ケ 県と協議の上、交流会開催後の外国人留学生の採用状況について、参加企業を  

通じて把握するとともに県に報告すること。 

 

（４）合同企業説明会の開催 企業向け・外国人留学生向け 

外国人留学生の県内中小企業への就職を促進するため、マッチングに向けた   

合同企業説明会を開催すること。 

ア 人材会社等で外国人材の採用に関する相談の経験があり、外国人材の雇用や  

就職支援に精通している者をマッチング支援コーディネーターとして１名程度  

配置すること。 

コーディネーターは、参加する企業及び外国人留学生に対し、採用決定につなげる

ためのコンサルティング（説明会前後の個別相談やフォローアップ、企業と留学生の

オンライン面談会のセッティングなど）を行うこと。なお、業務に支障が出ない   

範囲で本事業以外の活動に参加することも可とする。 

イ 年２回開催することとし、開催時期は、１回目は６～７月頃、２回目は10～11月頃

を目安とし、外国人留学生の試験期間や長期休暇期間を考慮した参加しやすい  

日程とすること。 

ウ 会場は、県内全域から公共交通機関により来場しやすい場所とすること。    

また、当日の来場が難しい外国人留学生参加者のため、オンラインによる参加も  

可能とすること。 

エ 各回の参加企業数は、県内中小企業（千葉県内に事務所又は事業所を有する   

中小企業をいう。）10～15社程度を目安とし、参加企業は特定の業種に限定せず、 

多業種の企業が参加できるよう配慮すること。なお、参加する外国人留学生のニーズ

に応じた業種・職種の企業の参加について、県内経済団体や中小企業支援機関等に 

働きかけること。また、原則として、説明会参加前に（１）の採用・定着セミナーを

受講するよう義務付けること。 



 

 

オ 各回の参加者数は、外国人留学生100～200名程度を目安とし、参加企業のニーズに   

応じた学部・学科の留学生の参加について、留学生が在籍する大学等の教育機関に 

働きかけること。また、原則として、説明会参加前に（２）の就職支援講座を受講   

するよう義務付けること。 

カ 外国人対象の企業説明会に不慣れである企業や外国人留学生が参加しやすいよう、

事前説明の実施、当日の相談スペースの設置やブースでのアドバイス等のサポート

を行うこと。 

キ 今後の事業の見直しに活用できるよう、参加した企業及び外国人留学生に対し 

アンケートを行い、集計結果を県に報告すること。 

    なお、アンケート内容については説明会開催前に県と打合せを行い、県が必要と

する情報が収集できるようにすること。 

ク 県と協議の上、説明会開催後の外国人留学生の採用状況について、参加企業  

（過年度の参加企業を含む。）を通じて把握するとともに県に報告すること。 

 

（５）外国人材雇用相談窓口の運営 企業向け・外国人材向け 

   県内企業等における外国人材の円滑な受入れ支援や外国人材採用等の現状把握などを

行うため、県内企業からの採用・定着に関する相談や、外国人材からの仕事に関する  

相談を、電話・オンラインで受け付ける相談窓口を設置、運営すること。 

ア 相談員を３名程度配置し、うち１名を常駐で対応可能な者とすること。相談者が 

少ない時間帯等において、相談者対応に支障が出ない範囲で本事業の他の活動に 

参加することも可とする。 

イ 相談員は、ハローワーク又は民間人材紹介会社等で外国人材の採用・活用に   

関する相談の経験があり、外国人材の雇用や就職支援に精通している者とすること。

なお、可能な限り外国籍の相談員の配置を検討すること。 

ウ 主な相談内容として、以下のものを想定しているため、相談員の配置に当たっては

これらの相談に対応可能な体制を整えること。 

【外国人材】自身の在留資格について、企業への就職・転職について 

【県内企業】外国人材の採用や労務管理について、外国人材の定着について 

エ 電話、メール、ウェブミーティング等のオンラインにより、相談を受け付ける    

こと。（原則予約制） 

オ 相談の受付、回答は、月曜日から金曜日（国民の祝日に関する法律に規定する  

休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までを除く。）の午前９時から     

午後５時（受付は原則として午後４時３０分）までとする。なお、メールによる   

相談受付は常時可能とすること。 

カ 相談対応については、原則窓口にて対応することとし、専門的な知識が必要な  

相談や所管外の事項については、適切に他機関に取り次ぐこと。 

キ 相談窓口における相談内容については、相談票を作成、記録し、県に報告すること。

なお、相談票の様式については、事前に県と協議すること。 

  



 

 

ク 今後の事業の見直しに活用できるよう、利用者及び企業等に対し、利用に関する 

アンケートを行い、集計結果を県に報告すること。 

  なお、アンケート内容については県と打合せを行い、県が必要とする情報が   

収集できるようにすること。 

ケ 受託者が使用する相談の実施に必要な設備及び機器（電話、パソコン、カメラ、 

マイク等）は、受託者の責任と費用において準備すること。 

 

（６）事業の周知・広報 

県内中小企業及び外国人留学生に対して、本事業の趣旨及び（１）から（５）までに

掲げる事業内容（以下「イベント等」という。）の周知を行うため、以下の媒体による

広報を行うこと。 

また、本事業の支援を必要とする県内中小企業及び外国人留学生に対して周知が 

行き渡るよう、県内経済団体、留学生が在籍する大学等の教育機関、中小企業支援機関、

ハローワーク、市町村等と十分連携し、効果的な広報活動を展開すること。 

ア ホームページ・ＳＮＳ 

本事業の専用ホームページ及びＳＮＳを活用し、本事業の趣旨の周知を行うと  

ともに、各イベント等の広報、参加企業・参加者の募集等を行うこと。 

ホ ー ム ペ ー ジ は 現 行 の 事 業 専 用 ホ ー ム ペ ー ジ 「 WORK in CHIBA!! 」

（https://workinchiba.pref.chiba.lg.jp）を更新・運営すること。 

また、ＳＮＳは積極的な情報発信を行うことでフォロワーや閲覧者を増やせるよう

努めること。 

イ リーフレット 

各イベント等の周知及び参加企業・参加者の募集並びに事業全体の広報のための 

リーフレットを作成し、様々な機関等を通じて、幅広く効果的な周知を行うこと。 

ウ その他 

その他の手段においても、より事業効果が高められるよう幅広く周知・広報を  

行うこと。 

 

５ 実施体制 

本委託業務全体の運営を統括する専任の管理運営責任者を１名選任し、本事業の  

実施に当たっては、必要な能力及び経験を十分に有する人員を配置すること。 

また、県内中小企業や外国人留学生からの問合せに備え、電話やメール等による   

問合せ窓口を整備し、適切に対応できる十分な人員を配置すること。 

 

６ 経費 

本委託業務の実施に係る一切の経費は、委託料に含まれるものとする。 

  



 

 

７ 報告 

（１）随時報告 

各回のイベントが終了した際は、その都度、県に申込者及び参加者のリスト並びに 

アンケート結果を提出するとともに、実施結果の分析と改善事項等について報告を 

行うこと。 

（２）定例報告 

月に一度、対面又はオンラインによる打合せを県と行い、事業全体の進捗、     

各イベント終了後の参加者の動向、相談票、相談窓口のアンケート結果、広報活動の

実績及び今後の事業運営の予定等について報告を行うこと。 

（３）業務完了報告 

委託業務が完了したときは、遅滞なく県に業務完了報告書を提出すること。 

 

８ 書類等の整備 

（１） 受託者は、本業務の実績を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、業務が    

完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存するものとする。 

（２） 受託者は、県が求める場合にあっては、業務に関する会計等帳簿の写しを県に   

提出するものとする。 

 

９ 業務の引継ぎ 

受託者は、次年度に事業が継続する場合において、契約期間が終了するまでに後任の

受託者が契約始期から円滑に事業を遂行できるよう、必要な資料の提供などを含む  

引継ぎを行うこと。 

 

10 著作権の譲渡等 

この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）受託者は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条（複製権）、第２６条の２ 

（譲渡権）、第２３条（公衆送信権等）、第２６条の３（貸与権）、第２７条（翻訳権・ 

翻案権等）及び第２８号（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する 

権利及びその他の知的財産権は、すべて県に無償で譲渡するものとする。 

（２）成果物について、受託者その他第三者が著作者人格権、実演者人格権、その他の   

人格的権利を有する場合には、県及び県の指定する第三者に対して当該権利を  

行使せず、また第三者が行使しないよう措置するものとする。 

（３）成果物に含まれる第三者の著作権、肖像権その他すべての権利についての交渉、  

処理は受託者が行うこととし、その経費は業務委託料に含むものとする。 

（４）県は、成果物を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を     

変更することができる。  

（５）受託者は、県の了解のもとに、成果物を使用することができる。 

（６）本業務の遂行に当たり受託者が独自に作成した著作物も成果物として県に無償で 

引き渡すこととし、著作権の扱いは、（１）～（５）の規定を準用する。 

 



 

 

11 その他事業実施に当たっての留意事項 

（１）受託者は、本事業を実施するに当たり万全の実施体制を整え、県とあらかじめ   

十分な協議・調整を行い、その事業目的を達成するため効率的に実施するものとする。 

（２）各イベント等の実施及び周知・広報に当たっては、外国人留学生に配慮し、    

「やさしい日本語」を用いるなどの対応を図ること。 

（３）受託者は、本事業の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は     

請け負わせてはならない。ただし、本事業の一部についてあらかじめ県の承諾を   

得た場合は、この限りではない。 

（４）本事業の一部を再委託する場合は、その旨（委託業務内容、委託先、委託料及び   

再委託する際の契約書の写し等）を記載した書面によりあらかじめ県の承諾を   

得るものとする。 

（５）受託者は、再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、すべての責任を   

負うものとする。 

（６）受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しては

ならない。委託業務終了後も同様とする。 

（７）受託者は、個人情報の保護や各種法令遵守を徹底するほか、危機管理意識に基づく

健全かつ安全な業務執行を図らなければならない。 

（８） 受託者は本事業を実施するに当たり、事故や運営上の課題などが発生した場合には、

速やかに県に連絡すること。 

（９）本事業実施に伴う苦情等に関しては、受託者が責任を持って対応するものとする。 

（10）県は、受託者の委託業務の処理状況について調査し、又は受託者に対し必要な   

資料等の提出を求めることができるとともに、委託業務の処理について、受託者に  

意見を述べることができるものとする。 

（11）本仕様書に疑義が生じたとき又は本仕様書に定めのない事項についてはその都度、

県と協議してこれを定めるものとする。 


